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◎ 生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維
持すること 

 

平成１５年度税制改正により、資本金１億円超の法人を対象として、一般事業
会社における法人事業税に付加価値割、資本割の外形基準を組み込んだ外形標準
課税制度が創設され、平成１６年度から適用されています。 

生命保険業については、既に昭和２９年から収入金額による外形標準課税が行
われており、地方の安定的な税収確保に貢献してきました。しかしながら、与党
の平成３１年度税制改正大綱の検討事項において、「現在、電気供給業、ガス供給
業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、
法人事業税における収入金額課税全体としてのあり方を踏まえながら、小売全面
自由化され２０２０年に法的分離する電気供給業及びガス供給業における新規参
入の状況とその見通し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や個々
の地方公共団体の税収に与える影響等を考慮しつつ、これらの法人に対する課税
の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていく
ことについて、引き続き検討する。」とされています。 

一般事業会社における外形標準課税は、「地方分権を支える基幹税の安定化」と
いう視点や「増税を目的としたものではない」という考え方に基づいて導入され
ていますが、生命保険業の現行の課税方式は、まさに税収の安定化に寄与してい
ると考えられます。 

よって、生命保険業の法人事業税については、現行の課税方式を維持すること
を要望します。 


